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   桶川市公共施設等管理適正化検討会議設置要綱 

（平成２９年１１月２１日市長決裁） 

 （設置) 

第１条  桶川市公共施設等総合管理計画（以下「総合管理計画」とい

う。）に基づき、本市の公共施設等の維持管理、再配置等に関する全庁

的な取組を推進するとともに、当該取組の庁内における情報共有を図る

ため、桶川市公共施設等管理適正化検討会議（以下「会議」という。）

を設置する。 

 （定義） 

第２条 この要綱において「公共施設等」とは、市が所有し、又は維持管

理するすべての建築物その他の工作物をいう。 

 （所掌事項） 

第３条 会議の所掌事項は、次のとおりとする。 

 (1) 公共施設等の維持管理、再配置等の全庁的な取組に関すること。 

 (2) 総合管理計画その他の公共施設等に関する計画等の進行管理に関す

ること。 

 (3) 前２号に掲げるもののほか、公共施設等の全庁的な取組に関し必要

な事項に関すること。 

 （組織) 

第４条 会議は、議長及び委員をもって組織する。 

２ 議長は、企画主管部長の職にある者をもって充てる。 

３ 委員は、各部副部長の職にある者をもって充てる。 

４ 議長は、委員のうちからその職務代理者を指名することができる。 

 （会議) 

第５条 会議は、議長が招集する。 

２ 会議は、過半数の委員が出席しなければ、開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の
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決するところによる。 

４ 委員は、やむを得ない理由があるときは、議長の承認を得て他の職員

を代理人として出席させることができる。この場合において、第２項の

規定の適用については、当該委員が出席したものとみなす。 

５ 会議は、必要があると認めるときは、職員その他の関係者の出席を求

めて、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることが

できる。 

 （庶務） 

第６条 会議の庶務は、企画主管課において処理する。 

 （その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、

議長が会議に諮って定める。 

附 則 

 この要綱は、決裁の日から施行する。 

   附 則（令和元年１１月１８日市長決裁） 

 この要綱は、決裁の日から施行する。 

   附 則（令和４年３月３１日市長決裁） 

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

   附 則（令和８年３月１８日市長決裁） 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 


